
◆改正法で労働条件に関する説明を義務化

◆労働条件通知書の変更箇所は？

◆労務管理に関する疑問は早めに相談を

パートタイマー用の労働条件通知書が

変更されました

各種調査結果に見る

「人材不足」の実態と対応策

◆雇用・労働分野の切実な問題

◆厳しい採用状況

平成 年 月号

改正パートタイム労働法が来年４月１日から施行さ

れます。

改正により、事業主は、パートタイマーの雇入れ時や

契約更新時に労働条件（賃金の決定方法、教育訓練の実

施、福利厚生施設の利用、正社員転換等の措置内容等）

について説明する義務を負うこととなります。

パートタイマーを同時に複数雇い入れたりする場合

には、個々に説明する方法ではなく対象労働者を集めて

説明会を開催する等の方法によって説明することも認

められますが、労働条件は文書等（電子メールやＦＡＸ

でも可）によって交付しなければならず、これに違反し

た場合は 万円以下の過料に処せられます。

今般、厚生労働省が示すモデル労働条件通知書の様式

が法改正に合わせて変更となり、同省のパンフレット

「パートタイム労働法のあらまし」に掲載されていま

す。

具体的には、新たに「雇用管理の改善等に関する事項

に係る相談窓口」を記載するスペースが設けられまし

た。

この「相談窓口」は、改正法により、パートタイマー

からの相談に対応するための体制整備が事業主の義務

とされたため、パートタイマーを雇い入れているすべて

の事業主が対応にあたる担当者または担当部署を決定

して、整備しておかなければなりません。

「平成 年版労働経済白書」によれば、 年の非

正規労働者の割合は ％で、 年前と比較して６％

増え、人数で見ると約 万人増加しています。

非正規労働者の増加に伴い、正社員との労働条件の差

異等について不公平感を感じるパートタイマーと事業

主の間でトラブルとなるケースが増えており、パートタ

イム労働法が改正された大きな理由の１つはこの問題

を解消するためです。

来年４月１日の施行を控え、パートタイマーの労務管

理に関する疑問や不安がある場合は、早めに専門家に相

談し、トラブルの予防に努める必要があると言えます。

現在、「人材不足」は雇用・労働をめぐる最も切実な

問題となっています。マスコミでもこの問題が頻繁に取

り上げられており、「人材不足により倒産する中小企業

も増え始めている」との報道もありました。

特に、飲食サービス業や小売業、運送業等で状況が深

刻であり、人材不足により社員の業務の負担が高まり、

それがさらなる離職につながるといった悪循環も発生

しています。

実際、株式会社リクルートホールディングスの研究機

関であるリクルートワークス研究所が行った「人手不足
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の影響と対策に関する調査」では、正社員やパート・ア

ルバイトの採用を実施した企業のうち、３社に１社は必

要な人数を確保できておらず、うち ％以上は事業に

影響が出ているとの結果が出ています。

さらに、人数を確保できない状況を解消できる見通し

について、人材不足に陥っている企業の ％が「見

通しがない」と回答しており、今後ますます人材不足の

悪影響が出てくることが懸念されます。

こうした状況を受けて、各社で人材を確保するための

施策が行われています。

多くの企業で実施されているのは、（１）採用対象の

拡大（未経験者も採用対象とする、外国人を採用対象と

する等）、（２）処遇の改善（賃金の引上げ、アルバイト・

パートの正社員登用等）、（３）業務等の調整（業務の効

率性の向上、外部人材の活用、アウトソーシング、受注

調整、営業時間の調整等）です。

検討したいのは、主婦や高齢者の活用でしょう。

上記の調査によると、女性・高齢者を積極的に採用対

象とする企業は約 ％であり、その活用は進んでいな

いと考えられますが、株式会社リクルートジョブズの研

究機関であるジョブズリサーチセンターが行った「主婦

の就業に関する１万人調査」を見ると、Ｍ字カーブのボ

トムである「 ～ 歳の既婚・子供あり女性」につい

て、就業意向がない人は ％にとどまっており、この

層の活用が人材不足の解消につながることが大いに期

待されます。
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月 日に、「専門的知識等を有する有期雇用労働

者等に関する特別措置法案」（有期雇用特別措置法案）

が参議院本会議で可決されました。

この法案は、今年の通常国会に提出されたものの成立

せず、臨時国会で継続審議となっていたものです。

来年４月１日に施行される予定となっていますが、施

行に伴い企業の実務に大きな影響がありそうです。

法案の内容ですが、下記（１）および（２）の者につ

いて、労働契約法で定められている「無期転換申込権」

発生までの期間（通算５年）に関する特例を設ける（＝

無期転換させない）というものです。

（１）５年を超える一定の期間内に完了することが予

定されている業務に就く高度専門知識等を有す

る有期雇用労働者

（２）定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

上記（１）の「高度専門職の有期契約労働者」につい

ては『一定の国家資格保有者』『年収 万円以上の

技術者、システムエンジニア、デザイナー』等が想定さ

れていますが、これらの者を雇用する企業の割合は全体

から見るとあまり多くないかもしれません。

しかし、（２）の「定年後再雇用の有期契約労働者」

を雇用している企業はかなり多いことと思います。

企業が、上記の労働契約法に基づく無期転換に関する

特例の適用を受けるためには、「対象労働者の特性に応

じた雇用管理に関する措置についての計画」（計画書）

を作成・提出して、厚生労働大臣の認定を受ける必要が

あります。

計画書にどのような内容を記載するのか、提出すべき

タイミングはいつなのか、計画書は毎年提出しなければ

ならないのか等については、今後、厚生労働省令等で明

らかになってくるものと思われます。

いずれにしても、実務上、新たな業務が発生すること

となりますので、厚生労働省から発表される情報に注目

しておく必要があります。
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◆対応策は？

多くの企業に影響する
「有期雇用特別措置法」の概要

◆来年４月１日施行予定

◆法案の内容

◆「計画書」の作成・提出が必要に

人事労務に関する手続き・ご相談・お問い合わせは…

チコ労務管理事務所
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